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会 議 記 録 

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会議記録を公表しま

す。 

会 議 名 第 8回高松市次期ごみ処理施設整備検討委員会 

開催日時 令和 4年 11月 21日(月)10時 00分～12時 00分 

開催場所 四番丁スクエア 1階第 1会議室 

議    題 

議題 

(１) 残渣処理に関する考え方  

(２)  ごみ処理方式の評価 

報告事項 

 用地計画 

公開の区分   □ 公開  ■一部公開  □ 非公開 

上記理由 

議題（２）及び報告事項については、高松市次期ごみ処理施設整備検

討委員会設置要綱第 8 条の規定により、委員会の承認を得たため非

公開。 

出席委員 
荒井委員長、古川職務代理者、川本委員、山中委員、藤本委員、福家

委員、田井委員、松本委員 

傍 聴 者 2人 

担当課及び 

連絡先 

環境施設対策課事業係 

087-839-2102 

   会議の経過及び結果 

〇会議の公開、非公開について 

事務局）本日の議題は、議題として（１）残渣処理に関する考え方、（２）ごみ処 

 理方式の評価、報告事項として用地計画であり、第 1 回委員会で取り決めた会議 

 開催の公開・非公開基準に基づき、（2）は、契約に係る情報等に関すること、ま 

 た、報告事項は整備用地の選定に関することであり、共に、高松市情報公開条例 

 第 7 条第 5 号イに該当するので非公開としたい。 

委員長）第１回の当委員会で取り決めた議事の公開・非公開基準により、本日の議

題(１)残渣処理に関する考え方は公開、(２) ごみ処理方式の評価及び報告事項の

用地計画は、ともに非公開とするということについて、意見のある委員は挙手を

お願いする。 

 【質疑なし】 

委員長）それでは、本日の会議は（１）については公開、（２）及び報告事項につい

ては非公開とすることを了承する。 
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議題 

(１)残渣処理に関する考え方 

議題（１）について事務局が資料を提示して説明 

事前質問の紹介）流動床式ごみ焼却方式に関して、焼却灰と記載があるのは、通常 

 は不燃物と呼ばれるはずである。この点は、参考資料 2 の表の注釈に記載がある 

 が、資料 2 の１ページにもその旨を記すべきと思われる。関連して 4 ページの表 

 中の「焼却灰」も同様の指摘となる。 

事務局）資料２の委員会資料 1 ページの注釈に、「流動床式ごみ焼却方式の焼却灰に 

 該当するものは不燃物であるが、便宜上、焼却灰として整理した」と記載する。 

  また、同資料 4 ページの表の注釈にも同内容を記載したいと思う。 

事前質問の紹介）「ごみメタン化方式と焼却方式の組み合わせ」においては、「発酵 

 残さ及び排水」が処理生成物に加わる。これら液状物を今回の整理・資料ではど 

 のように扱うのかを予め述べるのが望ましいと思う。 

事務局）本検討においては、施設外へ排出される残渣について整理している。御質 

 問の「ごみメタン化方式と焼却方式の組み合わせ」については、メタン化施設で 

 発生した発酵残渣は焼却施設に投入し、焼却処理をする。 

  排水に関しては、排水処理設備で処理するので、残渣処理の対象外とする旨を 

 記載したい。 

事前質問の紹介）資料 2 ページのセメント原料化の概要欄内、三酸化硫黄(SO₃)につ 

 いては、セメント製品への影響因子にはなるが、他の成分に比較してマイナーな 

 成分ではないかと思われること、またこの文が「焼却灰、焼却飛灰の主成分は、」 

 となっていることからも、削除する方がよいのではないか。 

  ・外部溶融の項で、中ほど「飛灰」と記載があるが、この対象は飛灰のみであろ 

 うか。単に「灰」とする方がよいのではないか。 

  ・山元還元の項で、「・・・製品化するもの」という表現はあまり適当でないと 

 思われる。「還元され、回収される」という表現を軸に文を構成するのがよいであ 

 ろう。 

事務局）御指摘のとおり、資料２ページの概要欄の説明について、いずれも次のと 

 おり修正する。 

  一点目  三酸化硫黄(SO3)については、他の成分に比較して、セメント原料化 

 への影響度が小さいことから、記載を削除することとし、セメント原料化の概要 

 欄の表現を「焼却灰、焼却飛灰の主成分は、酸化カルシウム、二酸化ケイ素、酸化 

 アルミニウム、酸化第二鉄であり」に修正する。 

  二点目 外部溶融の概要について、飛灰だけでなく、焼却主灰も対象となるた 

 め、「飛灰」という表現を、「灰」に修正する。  

  三点目 山元還元の概要欄の「・・・製品化するものです。」という表現を「還 
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 元され、回収されるものです。」に修正する。 

委員長）今の事務局からの、事前質問に対する回答に、何か御意見があればお願いす 

 る。事務局は今の資料の修正箇所についてはきちんと修正していただければと思 

 う。 

事務局）わかりました。 

委員長）事前質問以外については、いかがですか。 

委員）資料２の 2 ページの外部溶融は、生成物がスラグ化するということだが、ス 

 ラグ化した後については、その下の欄にあるスラグ利用に連動するものなのか。 

事務局）外部溶融でスラグ化した後は、結果としては、下の欄のスラグ利用と同様 

 に、土木資材として利用されることが多いと思う。 

 ただ、ここで分けて記載しているのは、下側のスラグ利用は、市のごみ処理施 

設で溶融炉を建設した場合、施設からスラグが排出されるので、そのスラグを有 

効利用してもらう考え方で記載している。 

 上記の外部溶融は市のごみ処理施設で焼却炉を建設した場合、施設から灰が搬 

出されるので、外部の再資源化事業者がスラグ化するということになり、その場 

合、受託した再資源化事業者が、利用用途を見つけて、有効利用するという形に 

なっており、契約上や処理上で流れが少し違う部分はあるが、結果的には土木資 

材に使われているという実態はほとんど変わらない。 

委員）わかりました。 

委員長）スラグの有効利用先を市が探すのか、受託資源化事業者が探すのかの違い 

 である。 

委員）資料２の 4 ページ目だが、スラグ利用で、溶融スラグ受入許容量が少ないと 

 なっており、受入場所が香川県となっている。溶融スラグを作れば、主たる利用 

 先が香川県内の公共工事になるのかもしれないが、県内に限定せず、もっと広く、 

 流通して使ってもらう、それが循環型社会の形成になると思うが、現実は県内利 

 用に限定されるものなのか。 

委員長）スラグ利用の受け入れを、香川県内に限定することは無いのではないかと 

 いう質問である。 

事務局）県内の一部の自治体で、排出されたスラグについて、その自治体発注の公 

 共工事でスラグ入りのアスファルト利用を指定するケースがある。 

  ただ、全ての自治体がそのような形で利用しているわけではないので、需要が 

 ないと、溶融スラグを使って土木資材を多く製造しても、使う先がないというこ 

 とになる。 

  県内においては、発注者がスラグ利用を指定して公共工事を発注すれば、使い 

 道も増え、受入許容率が向上していくということは考えられる。県外の事情まで 

 は今の段階では分からない。 
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委員長）県内で使えないものを、県外ではなかなか使ってもらえないということだ 

 と思う。 

委員）高松市から出たごみの処理で、生成されたスラグも、高松市の公共工事で使 

 えればよいというような発想はあるが、高松市の中でスラグ利用を促進しようと 

 するルールや、例えば、スラグを利用すると入札制度上の得点が向上するといっ 

 た制度を設けるなど、スラグ利用を促進するようなことを行っているのか。 

委員長）スラグを公共工事に優先的に使う記述を仕様書に盛り込む等は行っている 

 のか。 

事務局）南部クリーンセンターではスラグが発生するが、本市の公共工事でスラグ 

 を使う制度はある。 

 ただ少し条件があり、その条件に合う工事のみ利用するため、最近では利用が 

少ない。平成 26 年度、27 年度は、スラグを公共工事に利用した実績はある。 

委員）実情の認識とすると、南部クリーンセンターで生成されたスラグは製品とし 

 ての機能は満足していても、利用する受け皿が少ないといった状況であり、 

 スラグの発生自体を少なくする方がより望ましいということでよいか。 

  スラグを公共工事で利用するといった形で考えているが、実際は、見込みがな 

 いのであれば、再資源化の方法についても、より有効活用できる方法を重要視す 

 べきだと思う。 

事務局）現状は先ほど申しあげた形で行っている。 

委員長）スラグの有効活用ができない状況がもしあるならば、それは再資源化の有 

 効な選択肢として溶融するのはどうなのかということである。 

事務局）現在、スラグは JIS 規格がある。ただ南部クリーンセンターのスラグは JIS 

 化適用ではないので、利用が少ないということはある。 

 新施設では、JIS 化に対応したスラグ生成ができると見込まれるので、現状とは 

違う形になってくるかもしれない。 

委員長）今、全国的にスラグの利用状況を見ると、なかなか進んでいない状態であ 

 り、焼成砂と競合しているので、敢えてスラグを利用しようとするのは、公共工 

 事の仕様書で書き込まない限り、利用が進まない。 

  更に言えば、仕様書に盛り込んでも、時期的な問題や量等の問題があり、なか 

 なか利用が進まない。ゆえに、今後の方式選定にあたって、スラグの利用が進ん 

 でいないという状況で、スラグを生成するごみ処理方式に積極的に取り組むのか、 

 或いはスラグを生成する溶融方式の選択肢を外すのかという議論になっていくと 

 思う。 

  今回の議題では、現在の事実関係の整理で、とにかくスラグの利用が進んでな 

 いということを明記したということだと思う。その次のステップで、どうするか 

 という順番になっている。 
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  現状を確認した上で、ごみ処理方式の選定にどのように反映していくかは、次 

 の議題で提起するということである。 

  残渣処理に関する考え方は以上になるので、議題１を終了してよろしいか。 

【異議なし】 

 

（議題（２）ごみ処理方式の評価及び報告事項である用地計画については、高松市

次期ごみ処理施設整備検討委員会設置要綱第８条の規定により、委員会の承認を得

たため非公開） 

 


